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文書履歴

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル［機－３０３０４］

改訂 施行 改訂等の内容

コード 年月日

－０ 1999.4.1 制定

－１ 2000.10.1 ①継承の取扱い、検査員の失効要件を追加

②検査統括者の定義を変更

③附属書１の審査の方法の「なお書き」変更

－２ 2004.3.29 ①支部住所等の変更

②銀行名等の変更

－３ 2005.3.1 １７に標準処理期間の明示

－４ 2006.1.4 別表１の「実施事務所及び振込口座」欄の機器検査事業部に係る振込銀行

をＵＦＪ銀行から三菱東京ＵＦＪ銀行に改正

－５ 2008.3.1 ①検査員認定にＣ種検査員の種別を新たに設け、Ｃ種検査員の中から検査

作業責任者を選任することを追加した。

②検査員証の発行及び更新の手続きの手順を定めた。

③新規認定及び再認定の有効期間を、一律５年とした。

④認定検査事業者の義務事項の内容を見直し、さらに明確に定めた。

⑤認定検査事業者に合併等があった場合の承継手続きの手順を定め、著し

い変更があった場合には事業所の確認調査を行うこととし、確認調査の

手順を追加した。

⑥｢認定基準｣の規定内容を見直し、当該基準にチェックリストの機能を持

たせ｢審査表｣を新たに設け、マニュアルに追加した。また、液化石油ガ

スタンクローリ検査事業者が容器検査所の登録を受けていることを追加

した。

⑦その他、規定内容を見直し修正した。

－６ 2008.9.1 旅費を含んだ手数料としていたものを手数料と旅費を別に規定した。

－７ 2009.4.6 機器検査事業部住所等の変更

－８ 2010.9.27 東北支部住所の変更

－９ 2011.5.1 ①検査員証の発行は機器検査事業部が行うことに改めた。

②検査員証の更新及び再交付は機器検査事業部が行うことに改めた。

③検査員証等の申請及び発行に係る様式等を変更した。

④その他、規定内容を見直し修正した。

－１０ 2014.6.1 ①社団法人を一般社団法人に変更した。

②別添から住所等及び振込口座を削除し、担当地域を追記した。

③別添に所在地等はホームページを参照する旨を追記した。



－１１ 2018.4.1 事務所一覧表から、九州支部を削除した。

－１２ 2019.7.1 様式中の日本工業規格を日本産業規格に改めた。

－１３ 2021.8.2 様式中の代表者氏名に係る印を削除した。

－１４ 2022.4.1 ①組織再編に伴い事務所名を変更した。

②別添の中部支部の担当地域を機器検査事業部門の担当地域に改めた。

－１５ 2025.4.1 附属書1 液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定基準の調査項目の評価

方法を改めた。

－１６ 2026.4.1 別添の中国支部の担当地域の四国４県を近畿支部の担当地域に改めた。
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様式12 普通検査実施年次届書 ･･･････････････････････････････････ ４１

様式13 承継申請書 ･････････････････････････････････････････････ ４２

様式14 液化石油ガスタンクローリ検査事業者確認調査申請書 ･････････ ４３

様式15 液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定証再交付申請書 ･････ ４４

様式16 検査員証再発行申請書 ･･･････････････････････････････････ ４５

別添 事務所一覧表 ････････････････････････････････････････････ ４６
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液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル

［機－３０３０４－１６］

１ 適用範囲

このマニュアルは、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が業務方法書第54条

に基づき、液化石油ガスタンクローリの検査を適切に実施することができる者として、

液化石油ガスタンクローリの検査の事業を行う者（以下「検査事業者」という。）に対

して行う認定に適用する。

２ 用語の定義

このマニュアルにおいて次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

（１）「液化石油ガスタンクローリ」とは、次に掲げるものをいう。

① 液化石油ガスを移動するための高圧ガス運送自動車用容器、附属品及び設備附属

品

② 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」とい

う。）の適用を受ける充てん設備

備考１：「高圧ガス運送自動車用容器」とは、高圧ガス保安法（以下「法」という。）第４１条に定め

る容器のうち、タンク自動車又は被けん引自動車に固定されたものをいう。

備考２：「附属品」とは、法第４９条の２に定める附属品をいう。

備考３：「設備附属品」とは、高圧ガス運送自動車用容器に装備されているガス設備、計器等（移動式

製造設備を含む。）をいう。

（２）「検査員の種別」とは、検査における職務、資格等に応じて次の①から③までに

掲げる「Ａ種検査員」、「Ｂ種検査員」及び「Ｃ種検査員」の別をいう。

①「Ａ種検査員」とは、液化石油ガスタンクローリの外観検査、耐圧試験、気密試

験、作動試験、精度検査、残ガス処理、閉止板の取り付け、取り外し及び配管の

結合に関する作業並びに試験結果の記録を行う者をいう。

②「Ｂ種検査員」とは、非破壊試験(極間法磁粉探傷試験、溶剤除去性浸透探傷試験

及び超音波厚さ測定に限る。)に関する作業及び試験結果の記録を行う者をいう。

③「Ｃ種検査員」とは、Ａ種検査員及びＢ種検査員が行った試験結果に基づき判定

を行う者をいう。

（３）「検査」とは、認定された検査事業者（以下「認定検査事業者」という。）が、液

化石油ガスタンクローリの所有者等の求めに応じ、本マニュアルに基づき、液化石

油ガスタンクローリの所有者等が実施する定期自主検査又は都道府県知事等が実施

する保安検査に資するために行う検査（当該検査に係る記録を含む。）のことであ

って、次の①及び②に示す「精密検査」又は「普通検査」のいずれかにより行うも

のをいう。

①「精密検査」とは、液化石油ガスタンクローリの安全性及び機能を十分確認する

ため、その設備内の液化石油ガスを排して行う検査であって、当該設備の内外面

の腐食状況、割れ等の欠陥及び機能に影響を与える不良個所の有無を点検し、耐
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圧性能、気密性能及び肉厚を確認する検査をいう。

②「普通検査」とは、液化石油ガスタンクローリの安全性及び機能を確認するため、

その施設の設置状態又は使用状態において行う検査であって、当該設備の外面の

腐食状況、割れ等の欠陥及び機能に影響を与える不良個所の有無を点検する検査

並びに肉厚を確認する検査をいう。

３ 認定の区分

認定の区分は、液化石油ガスタンクローリとする。

４ 認定の申請

４.１ 新規認定

新規認定を受けようとする検査事業者（以下「新規認定申請者」という。）は、事業

所ごとに、様式１の「液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定申請書」に次に掲げる

書類を添えて、正、副及び控各１通を別添に示す協会機器検査事業部門又は各支部（以

下「事務所」という。）に提出するものとする。

備考：「事業所」とは、一の所在地において、検査統括者又はその代理者及び所定の検査員が所属し、か

つ、必要な検査設備を保有し、検査の業務を行うところをいう。

（１）企業の概要を示す書類

① 申請事業者の経歴

② 申請事業者の貸借対照表及び財産目録

③ 組織図（部署毎の人員配置数を示したものに限る。）

（２）審査項目について説明した書類

① 経営者の保安及び検査に関する熱意及び配慮

② 検査担当部門の組織

③ 容器検査所の登録の状況

④ 検査従事者数

⑤ 検査業務に従事する検査員の資格及び教育訓練

⑥ 検査規定類の整備状況

⑦ 検査設備の保有又は調達状況

⑧ 検査設備の管理状況

⑨ 検査実績

⑩ 検査記録及びその活用状況

⑪ 検査工程管理

⑫ 協力会社の管理体制

⑬ クレームの処理状況

⑭ 事故発生状況

⑮ 高圧ガス担当者との連携

⑯ 液化石油ガスタンクローリの所有者等との連携

⑰ 関連法規の遵守状況

⑱ 検査実施状況
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備考：「審査項目について説明した書類」とは、附属書１の別表「液化石油ガスタンクローリ検査事業者

審査表」（以下「審査表」という。）に掲げる確認項目毎に当該要件に対応した事項を定めた社内規

定類の名称、条項、記録類等を引用して説明したものをいう。

（３）（２）の①から⑱までに掲げる事項を規定した社内規定類（③、⑦、⑨、⑭及び

⑰に係るものを除く。）

（４）次に掲げる書類

① 検査に関係する者の氏名が記載された検査担当部門の組織図

② 容器検査所登録票の写し

③ 審査表４.（１）に基づく検査従事者の一覧表

④ 保有検査設備の一覧表

⑤ 調達検査設備の一覧表

⑥ 過去５年間に実施した精密検査の実績一覧表

⑦ 過去５年間に実施した普通検査の実績一覧表

⑧ 過去５年以内に実施した精密検査の記録の写し（１件）

⑨ 過去５年以内に実施した普通検査の記録の写し（１件）

⑩ 協力会社の一覧表

⑪ ISO9001の認証を取得していることを証する証明書の写し（当該認証を取得し

ている検査事業者に限る。）

（５）検査員の認定に係る書類

次表左欄に掲げる検査員の種別に応じて、次表右欄に掲げる添付書類及び写真（縦

4.5cm×横3.5cmであって、カラー、白黒問わず、無背景のもの、申請６ヶ月以内のも

のをいう。以下同じ。）

備考：「写真」の裏面には、事業所名及び氏名を記載すること。

検査員の種別 添付書類

労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則第１１条に基づく講習修了証の写し

Ａ種検査員 認定の区分に応じ、附属書２「検査員認定基準」(以下「検査員認定基準」
という。）１.(１)②に定める要件を満足していることを証する書類の写し

検査報告書、年次届出書、作業日報等の検査従事経験を証する書類

上欄のＡ種検査員に係る添付書類又はＡ種検査員証の写し

Ｂ種検査員 認定の区分に応じ、検査員認定基準の１.(２)②に定める要件を満足してい
ることを証する書類の写し

検査報告書、年次届出書、作業日報等の検査従事経験を証する書類

上欄のＢ種検査員に係る添付書類又はＢ種検査員証の写し

高圧ガス製造保安責任者免状の写し又は高圧ガス製造保安責任者試験合否
Ｃ種検査員 通知書の写し

検査事業所の在籍期間が確認できる履歴書又は社員証の写し

検査報告書、年次届出書、作業日報等の検査従事経験を証する書類
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（６）その他協会が指定する書類

４.２ 再認定

再認定を受けようとする認定検査事業者（以下「再認定申請者」という。）は、様式

２の「液化石油ガスタンクローリ検査事業者再認定申請書」に４.１（１）から（４）ま

で及び（６）に掲げる書類を添えて、正、副及び控各１通を事務所に提出するものとす

る。

４.３ 申請書類の作成

申請書及び添付書類（以下「申請書類」という。）の作成の要領は次による。

（１）申請書類の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。ただし、Ａ４以上の大き

さの用紙をＡ４の大きさに折りたたんで使用する場合はこの限りでない。

（２）申請書類は、表紙及び背表紙に「液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定申請

書」と表示するとともに申請者名及び申請する事業所名を表示したＡ４ファイルに

綴じる。

（３）添付書類には、各書類ごとにインデックスを付す。

（４）申請書類の最後に、申請する事業所の連絡担当者及び最寄り駅から当該事業所ま

での案内図を添付する。

４.４ 申請の受付

新規認定及び再認定に係る申請は、事務所において随時受け付けるものとする。

５ 認定の審査

５.１ 認定の審査基準

認定の審査は、附属書１「液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定基準」（以下「認

定基準」という。）に基づいて行う。

５.２ 認定の審査

５.２.１ 認定の審査方法

認定の審査は、次の（１）及び（２）に掲げる認定の種類に応じ、それぞれ（１）及

び（２）に定める方法により行う。

（１）新規認定は事業所に係る書類審査及び事業所審査並びに検査員に係る書類審査に

より行う。

（２）再認定は、事業所に係る書類審査及び事業所審査により行う。

５.２.２ 事業所に係る書類審査

事業所に係る書類審査は、申請書類を用いて認定基準に基づいて行う。
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５.２.３ 事業所審査

事業所審査は、次に定めるところにより行う。

（１）事業所審査は、事業所において、認定基準に基づいて行う。また、協会は実際に

検査を実施している現場においても審査を行うことができるものとする。

（２）事業所審査には、事業所を管轄する都道府県職員及び検査事業者審査委員会（以

下「委員会」という。）委員が立会うことができるものとする。

５.２.４ 検査員に係る書類審査

検査員に係る書類審査は、申請書類を用いて検査員認定基準の１．に基づいて行う。

６ 認定の可否の決定

新規認定及び再認定の可否の決定は、次に定めるところによる。

（１）審査結果に関する評価は、委員会において行う。

（２）協会は、委員会の評価結果に基づき認定の可否を決定する。

７ 認定証等の交付等

７.１ 新規認定に係る認定証等の交付等

新規認定に係る認定証等の交付等は、次による。

（１）協会は、新規認定を可としたときは、新規認定申請者に様式３の「液化石油ガス

タンクローリ検査事業者認定証」（以下「認定証」という。）を交付し、様式４の「検

査員証」を発行する。

（２）協会は、新規認定を否としたときは、新規認定申請者に対し、様式５の「液化石

油ガスタンクローリ検査事業者認定不合格通知書」（以下「認定不合格通知書」と

いう。）により通知する。

７.２ 再認定に係る認定証等の交付等

再認定に係る認定証等の交付等は、次による。

（１）協会は、再認定を可としたときは、再認定申請者に認定証を交付する。

（２）協会は、再認定を否としたときは、再認定申請者に対し、認定不合格通知書によ

り通知する。

８ 検査員認定

８.１ 検査員認定の申請

検査員を新たに追加するための認定（以下「検査員認定」という。）を受けようとす

る認定検査事業者（以下「検査員認定申請者」という。）は、様式６の「液化石油ガス

タンクローリ検査員（認定・更新）申請書」に、検査員の種別に応じ、４.１（５）に掲

げる添付書類を添えて、機器検査事業部門に提出するものとする。
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８.２ 検査員認定の審査

検査員認定の審査は、検査員認定基準の１．に基づき書類審査により行う。

８.３ 検査員証等の発行等

検査員証等の発行等は、次に定めるところによる。

（１）協会は、検査員認定を可としたときは、検査員認定申請者に検査員証を発行する。

（２）協会は、検査員認定を否としたときは、検査員認定申請者に対し、様式７の「液

化石油ガスタンクローリ検査員認定不合格通知書」（以下「検査員不合格通知書」

という。により通知する。

９ 検査員証の更新

９．１ 検査員証の更新申請

検査員証の更新を受けようとする認定検査事業者（以下「検査員証更新申請者」とい

う。）は、様式６の「液化石油ガスタンクローリ検査員（認定・更新）申請書」に次表左

欄に掲げる「検査員の種別」に応じ、次表右欄に掲げる「添付書類」、写真及び更新を受

けようとする検査員証の写しを添えて、有効期限の１ヶ月前までに、機器検査事業部門に

申請するものとする。

検査員の種別 添付書類

Ａ種検査員 検査員認定基準２.(１)の高圧ガスプラント検査技術講習会（検査員資格

更新）修了証の写し

検査員認定基準２.(２)①の高圧ガスプラント検査技術講習会（検査員資

Ｂ種検査員 格更新）修了証の写し

Ｃ種検査員

検査員認定基準２.(２)②の非破壊試験技術者資格証明書等の写し

９.２ 検査員証更新の審査

検査員証更新の審査は、検査員認定基準の２．に基づき書類審査により行う。

９.３ 検査員証等の発行等

検査員証等の発行等は、次に定めるところによる。

（１）協会は、検査員証の更新を可としたときは、検査員証更新申請者に検査員証を発

行する。

（２）協会は、検査員証の更新を否としたときは、検査員証更新申請者に対し、「検査

員不合格通知書」により通知する。

１０ 認定の有効期間等
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１０.１ 新規認定及び再認定に係る有効期間

新規認定及び再認定に係る認定の有効期間は、認定証の交付日から５年間とする。

１０.２ 検査員証の有効期限

検査員証の有効期限は、次に定めるところによる。

（１）Ａ種検査員証については、検査員認定基準に掲げる「高圧ガスプラント検査技術

講習会修了証」又は「高圧ガスプラント検査技術講習会（検査員資格更新）修了証」

の有効期限とする。

（２）Ｂ種検査員証及びＣ種検査員証については、次の①又は②のいずれか短い期限と

する。

① （１）の有効期限

② 検査員認定基準に掲げる「非破壊試験技術者資格証明書」又は「ガスプラント非

破壊検査技術者資格証明書」の有効期限のうち最も短い期限

１１ 認定検査事業者の義務

認定検査事業者は、次に掲げる義務事項を遵守するものとする。

（１）法、液石法、関係基準等を遵守すること。

（２）経営者は、管理者層の中から検査統括者を選任すること。

備考：「検査統括者」とは、検査に係る業務を統括し、検査全般について責任を有する者をいう。

（３）検査統括者は、次の①から③までに掲げる事項を行うこと。

① 事業所ごとにＣ種検査員の中から検査作業責任者を選任すること。

② 事業所ごとにＡ種検査員及びＢ種検査員の中からそれぞれ検査を行う者（以下「検

査作業者」という。）を選任すること。

③ 事業所ごとに検査作業責任者及び検査作業者に的確に検査を実施させるこ

と。

備考：「検査作業責任者」とは、検査において検査全般の管理・監督及び検査結果の総合判定を行う者

をいう。

（４）検査の実施に当たっては、適用される関係法令（法、液石法、労働安全衛生法、

消防法等）に基づく、届出等を確実に行うこと。

（５）検査を実施した液化石油ガスタンクローリに火災、爆発、酸素欠乏等の事故が発

生したときは、遅滞なく、様式８の「事故届書」によりその旨を協会に届け出るこ

と。

（６）検査は４.１（３）の社内規定類に従い、４．１（４）④及び⑤の保有検査設備及

び調達検査設備を用いて行うこと。

（７）４.１（２）に掲げる事項について認定基準に適合していないことが判明した場合

又は適合しなくなる恐れがある場合には、速やかに検査を停止するとともに様式９

の「認定検査事業者廃止届書」を協会に届け出ること。

（８）次の①から⑦までに掲げる事項が発生したときは、遅滞なく様式１０の「変更届

書」に変更内容を説明した書面を添えて協会に届け出ること。
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① 認定検査事業者の名称、所在地又は代表者の氏名に変更があったとき

② 認定検査事業者の事業所の名称又は所在地に変更があったとき

③ 検査統括者に変更があったとき

④ ４．１（４）①の検査担当部門の組織図を変更しようとするとき

⑤ ４．１（４）②の容器検査所の登録の効力を失ったとき

⑥ ４．１（４）③の検査従事者の一覧表に変更があったとき

⑦ ４．１（４）④及び⑤の保有検査設備一覧表及び調達検査設備一覧表に変更があ

ったとき

（９）認定に係る検査の事業を廃止したときは、遅滞なく、様式９の「認定検査事業者

廃止届書」により、その旨を協会に届け出るとともに認定証及び検査員証を返納す

ること。

（10）１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）に実施した全ての検査実績を様式

１１の「精密検査実施年次届書」及び様式１２の「普通検査実施年次届書」により、

毎年５月末日までに協会に届け出ること。

（11）補修等のための溶接施工及び溶接管理を行わないこと。

（12）認定証の交付にあたって、協会が改善等の条件を付した場合にあっては、これを

遵守すること。

１２ 承継

１２.１ 承継の手続き

認定検査事業者において、合併、分割又は譲渡（以下「合併等」という。）があった場

合の手続きは、次に定めるところによる。

（１）合併等に伴い認定検査事業者に係る組織、設備、検査管理体制等が著しく変更され

た場合又は変更されると予想される場合を除き、合併後存続する法人若しくは合併に

より設立した法人、分割によりその事業を承継した法人又はその事業を譲り受けた法

人（以下「承継法人」という。）は、認定検査事業者の地位を承継することができる。

この場合の手続きは次による。

① 承継法人は、合併等の後、速やかに検査を停止するとともに、様式１３の「承継

申請書」にその事実を証する書面及び合併等の前後における４.１（２）に掲げる

事項の対照表を添えて、正副各１通を事務所に提出するものとする。

② 協会は、①の申請内容を確認し、当該事業者の組織、設備、検査管理体制等が著

しく変更されていないこと並びに認定の区分に応じた検査員の数及び保有検査設備

の数が認定基準に適合していることを確認したとき、認定検査事業者の地位を承継

しようとする承継法人に認定証を交付する。なお、承継法人は、当該認定証の交付

を受けるまで検査を行ってはならない。

（２）合併等に伴い認定検査事業者に係る組織、設備、検査管理体制等が著しく変更され

た場合又は変更されると予想される場合において、承継法人は、１３に定める確認調

査を受け、協会から認定証の交付を受けた場合に限り、認定検査事業者の地位を承継

することができる。この場合において、承継法人は、合併等の後、速やかに検査を停
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止するとともに、当該認定証の交付を受けるまで検査を行ってはならない。

（３）（１）及び（２）の「組織、設備、検査管理体制等の著しい変更」とは、次の①か

ら③までのいずれかに該当する場合をいう。

① 検査員の種別ごとの検査員の数が前回審査時の４／５未満に減少した場合

② 検査設備の種類ごとの保有検査設備の数が前回審査時の４／５未満に減少した場

合

③ 審査表の１、２、５、６、８又は１２に係る規定類の内容、記録様式類等を変更

した場合

（４）（１）及び（２）において、承継前の認定検査事業者に所属していた検査員であっ

て、承継法人に引き続き所属する検査員は、その地位を承継することができる。

（５）（１）及び（２）において、認定証の交付を受けた承継法人は、承継前の認定検査

事業者が保有していた認定証を協会に返納しなければならない。

１２.２ 承継に係る認定の有効期間

承継に係る認定の有効期間は、承継した認定検査事業者の認定の残存期間とする。

１３ 確認調査

１３.１ 確認調査の申請

確認調査を受けようとする承継法人（以下「確認調査申請者」という。）は、様式１４

の「液化石油ガスタンクローリ検査事業者確認調査申請書」に次の(１)から(３)までに掲

げる書類を添えて、正、副及び控各１通を事務所に提出するものとする。

（１）合併等の事実を証する書面

（２）合併等の前後における４.１(２)に掲げる事項の対照表

（３）４.１(１)、(２)（①から⑧まで及び⑩から⑱までに係るものに限る。）、(３)、(４)

及び(６)に掲げる書類

１３.２ 確認調査の方法

確認調査は、事業所に係る書類審査及び事業所審査により行う。

１３．３ 書類審査及び事業所審査

書類審査及び事業所審査は５.２.２及び５.２.３に準じて行う。

１３.４ 確認調査による承継の可否の決定

確認調査による認定の承継の可否の決定は、６に準じて行う。この場合において、６中

「認定」とあるのは「承継」と読み替えるものとする。

１３.５ 確認調査に係る認定証等の交付等

確認調査に係る認定証等の交付等は、次による。

（１）協会は、確認調査を可としたときは、確認調査申請者に認定証を交付する。
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（２）協会は、確認調査を否としたときは、確認調査申請者に対し、認定不合格通知書に

より通知する。

１４ 認定の取消し等

（１）協会は、認定検査事業者が、次に掲げるいずれかに該当するときは、認定の停止又

は認定の取消しを行うことができる。

① １１に定める義務事項の遵守を怠ったとき

② 法、液石法、労働安全衛生法、その他保安に関する法律に違反したとき

③ １１(５)に基づき届け出た事故が、認定検査事業者の検査作業に起因し、社会的

に影響を与えたとき

④ 認定の申請等に際し、虚偽の申請を行い認定されたとき

⑤ 認定検査事業者としての管理水準が認定を受けたときと比較して著しく低下した

とき

⑥ その他公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、特に必要があると認めら

れたとき

（２）協会は、認定検査事業者に対して(１)の措置を行う場合、その措置内容を委員会に

諮るとともに当該認定検査事業者に対して弁明の機会を与える。

１５ 立入調査

協会は、このマニュアルに定める事項の実施に必要な限度において、認定検査事業者の

検査体制、検査実施状況等について立入調査を行うことができる。この場合、認定検査事

業者は協会の立入調査に協力するものとする。

１６ 認定の失効

１６.１ 認定検査事業者に係る認定の失効

認定検査事業者は、次のいずれかに該当するとき、当該認定資格を失効するものとする。

この場合、認定検査事業者は認定証を協会に返納するものとする。

（１）容器検査所の登録の効力を失ったとき

（２）認定の有効期間が満了し、再認定を受けなかったとき

（３）認定検査事業者が解散、合併等により、検査を行うことができなくなったとき

（４）認定検査事業者に合併等があり、承継法人が１２の規定に基づく手続きを怠ったと

き

（５）再認定又は確認調査において否となったとき

（６）１４の規定に基づき認定の取消しとなったとき

１６.２ 検査員に係る認定の失効

検査員は、次のいずれかに該当するときは、当該検査員資格を失効するものとする。こ

の場合、検査員は検査員証を協会に返納するものとする。

（１）認定検査事業者を退職したとき
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（２）検査員証の更新を受けなかったとき

（３）所属する認定検査事業者が１６.１に該当したとき

１７ 認定証等の再交付等

１７.１ 認定証の再交付

協会は、認定検査事業者が認定証を汚し、損じ又は失った場合において、当該認定検査

事業者の申請に基づき次に定めるところによりその再交付を行う。

（１）認定証の再交付を受けようとする認定検査事業者（以下「認定証再交付申請者」と

いう。）は、様式１５の「液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定証再交付申請書」

正副各１通を事務所に提出するものとする。

（２）協会は、当該申請の内容が確認できたとき認定証再交付申請者に対し認定証の再交

付を行う。

１７.２ 検査員証の再発行

検査員証の発行を受けている認定検査事業者は、検査員証を汚し、損じ又は失った場合

において、次に定めるところによりその再発行を受けることができる。

（１）検査員証の再発行を受けようとする認定検査事業者（以下「検査員証再発行申請者」

という。）は、様式１６の「検査員証再発行申請書」に写真を添えて機器検査事業部

門に提出するものとする。

（２）機器検査事業部門は、当該申請の内容が確認できたとき検査員証再発行申請者に対

し検査員証の再発行を行う。

１８ 公表

協会は、検査事業者を新規認定したとき、認定検査事業者を再認定したとき、認定検査

事業者の認定を取消し若しくは停止したとき又は認定検査事業者において合併等による認

定の承継があったとき若しくは認定の失効があったときは、その旨を公表することができ

る。

１９ 手数料及び旅費

新規認定、再認定、確認調査、検査員認定、検査員証の更新、承継、認定証の再交付又

は検査員証の再発行に係る申請者は、別に定める手数料を申請時に協会に支払うものとす

る。

また、新規認定、再認定又は確認調査に係る申請者は、手数料のほか、別に定める旅費

を事務所が行う請求に基づき、認定証の交付又は認定不合格通知書による通知までに協会

に支払うものとする。

なお、協会は、申請受理後、正当な理由がある場合を除き、受納した手数料及び旅費は

返金しない。

２０ 標準処理期間
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認定証等の発行までの標準処理期間は、以下に定めるところによるものとする。ただし、

１２月２９日～１２月３１日、１月１日～１月３日並びに４月及び５月の祝祭日は除くも

のとする。

（１）新規認定、再認定及び確認調査に係る認定証並びに認定不合格通知書の交付等は、

委員会の開催日から起算して３０日とする。ただし、申請者に起因する理由により遅

延する場合にあってはこの限りでない。

（２）承継申請及び再交付申請に係る認定証の交付並びに検査員証（更新及び再発行を含

む。）及び検査員不合格通知書の発行等は、申請受付日から起算して３０日とする。

ただし、申請者に起因する理由により遅延する場合にあってはこの限りでない。

附則 このマニュアルは、平成11年４月１日から施行する。

附則 この改正は、平成12年10月１日から適用する。

附則 この改正は、平成16年３月29日から適用する。

附則 この改正は、平成17年３月１日から適用する。

附則 この改正は、平成18年１月４日から適用する。

附則

１ この改正のうち確認調査及び承継に係るものは、平成20年９月１日から適用する。

２ この改正のうち別添の「事務所及び振込口座」の改正は、平成20年３月31日から適

用する。

３ この改正のうち１及び２に掲げる改正以外のものは、平成20年３月１日から適用す

る。ただし、平成20年８月31日までは、従前の例によることを妨げない。

４ 平成20年９月１日の時点で現に認定証の交付を受けている検査事業者及び検査員証

の交付を受けている者は、その認定の有効期限まで、この規定による認定を受けたも

のとみなす。

附則 この改正は、平成20年９月１日から適用する。

附則 この改正は、平成21年４月６日から適用する。

附則 この改正は、平成22年９月27日から適用する。

附則

１ この改正は、平成23年５月１日から適用する。

２ 平成23年５月１日の時点で現に発行されている検査員証は、当該検査員証の有効期

限まで、このマニュアルにより発行されたものとみなす。

附則 この改正は、平成26年６月１日から適用する。

附則 この改正は、平成30年４月１日から適用する。

附則 この改正は、令和元年７月１日から適用する。

附則 この改正は、令和３年８月２日から適用する。

附則 この改正は、令和４年４月１日から適用する。

附則 この改正は、令和７年４月１日から施行する。

附則 この改正は、令和８年４月１日から施行する。
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附属書１ 液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定基準

１．審査項目

（１）検査事業者に係る審査項目は、次の①から③までに掲げる認定の種類に応じて、

当該①から③までに定めるところによる。

① 新規認定の審査項目は、別表の「液化石油ガスタンクローリ検査事業者審査表」（以

下「審査表」という。）の１から18までとする。

② 再認定の審査項目は、審査表の１から18までとする。

③ 確認調査の審査項目は、審査表の１から８まで及び10から18までとする。

（２）（１）において、当該検査事業所がISO 9001の認証（認証に係る組織及び製品／サ

ービスの範囲が、申請に係る液化石油ガスタンクローリ検査事業所の組織及びタンク

ローリの検査業務を包含している場合に限る。）を取得している場合、協会は、認定

の審査において、審査表の６、８、12及び13に係る事業所審査を省略することができ

る。

２．審査項目等の評価

審査表における確認項目、調査項目及び審査項目の評価は、次の（１）から（３）まで

に定めるところによる。

（１）確認項目における評価は、「適」又は「否」とする。

（２）調査項目における評価は、確認項目の「適」の数に応じ、次のａ、ｂ又はｃとする。

① ａ：「適」の数が３分の２を超える場合

② ｂ：「適」の数が３分の１以上、３分の２以下の場合

③ ｃ：「適」の数が３分の１未満の場合

ただし、①及び②の場合であって、審査表の※が付された確認項目が「否」であって、

社内規定が形骸化し、その結果、社内規定に従った活動の実態が確認できなかった場合

は、確認項目の「適」の数にかかわらず、当該調査項目における評価はｃとする。また、

社内規定に従った活動の実態があるが、社内規定に従った活動の一部が確認できなかっ

た場合は、確認項目の「適」の数にかかわらず、当該調査項目における評価はｂとする。

（３）審査項目における評価は、調査項目の評価に応じ、Ａ、Ｂ又はＣとし、その条件は

それぞれ審査表に定める。

３．認定等の可否

新規認定、再認定及び確認調査において、それぞれ次の（１）から（３）までに定める

条件に適合するものを可とする。

（１）新規認定の条件

審査表の審査項目の評価において、Ｃがなく、かつ、Ａが１４以上であること。

（２）再認定の条件

審査表の審査項目の評価において、Ｃがなく、かつ、Ａが１４以上であること。

（３）確認調査の条件

審査表の審査項目の評価において、Ｃがなく、かつ、Ａが１３以上であること。
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別表

液化石油ガスタンクローリ検査事業者審査表

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

１ 経営者の保安及 (１) 経営者又は検査統括者(以下「経営者等」 1) 検査実績に基づく不具合事例等を分析するための手順
び検査に関する熱 という。)は、検査実績に基づく不具合事例等の が社内規定で定められていること。
意及び配慮 分析結果の承認を行っていること。

2) 当該不具合事例等の分析結果は経営者等が承認するこ □ ａ
とが社内規定に定められていること。 □ ｂ

□ ｃ
※3) 当該社内規定に従い、不具合事例等の分析、承認が
行われていること。

(２) 経営者等は、認定検査事業者として収集す 1) 認定検査事業者として収集すべき検査技術等に関する
べき検査技術等に関する情報の種類を定め、当 情報の種類が社内規定に定められていること。
該情報の収集のために必要な予算措置(関連団体
への加入を含む。)を講じていること。 2) 当該情報の種類には、都道府県等から発行される検査

に係る情報、関係法規類及び関係基準が含まれているこ □ ａ
と。 □ ｂ

□ ｃ
※3) 当該社内規定に従い、検査技術等に関する情報が収
集されていること。

□ Ａ
4) 経営者等は検査技術等に関する情報の収集のために定
期的に予算措置を講じていること。 □ Ｂ

(３) 検査技術等に関する情報の整理方法、分類 1) 検査技術等に関する情報の整理方法、分類方法等が社 □ Ｃ
方法、検査員への周知方法及び当該周知の結果 内規定で定められていること。
の記録方法が社内規定に定められ、当該規定に
従い、検査員に対する情報の周知が行われてい ※2) 当該社内規定に従い、検査技術等に関する情報の整
ること。 理、分類等が行われていること。 □ ａ

□ ｂ
3) 検査技術等に関する情報の検査員への周知の方法及び □ ｃ
当該周知の結果の記録方法が社内規定に定められている
こと。

※4) 当該社内規定に従い、検査員に対する情報の周知が
行われていること。

(４) 検査員に対する教育訓練のための年間教育 1) 検査員に対する教育訓練のための年間教育計画を経営
計画を経営者等が承認することが社内規定に定 者等が承認することが社内規定に定められていること。 □ ａ
められ、かつ、当該社内規定に従い、年間教育 □ ｂ
計画が承認されていること。 ※2) 当該社内規定に従い、経営者等が年間教育計画を承 □ ｃ

認していること。 <Ｂの条件>
ｂ≧２、かつ、

(５) 事業所審査時に事業所側の責任者として経 事業所審査時に事業所側の責任者として経営者等が出席 □ ａ ｃ＝０
営者等が出席していること。 していること。 □ ｃ <Ｃの条件>

ｃ≧１

機-30304-16
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

２ 検査担当部門の (１) 社内規定に組織図が定められており、当該 1) 社内規定に組織図が定められていること。 □ ａ
組織 組織図中には、検査担当部門が明確に定められ □ ｂ

ていること。 2) 当該組織図中には、検査を実施する部門が明確に定め □ ｃ
られていること。

(２) 検査を実施する部門の職務分掌が社内規定 検査を実施する部門の職務分掌が社内規定に定められて □ ａ
に定められていること。 いること。 □ ｃ

(３) 検査統括者は、検査に係る業務を統括し、 検査統括者は、検査に係る業務を統括し、検査全般に責 □ ａ
検査全般に責任を有することが社内規定に定め 任を有することが社内規定に定められていること。 □ ｃ
られていること。

(４) 検査作業責任者は、検査員その他の作業員 1) 検査作業責任者は、検査作業員及び協力会社の作業員
の指揮及び監督、検査工程の管理並びに検査結 を含む作業員の指揮並びに監督を行うことが社内規定に □ Ａ
果全般の判定を行う権限を有し、かつ、検査作 定められていること。
業について全責任を有する者であること。 □ Ｂ

2) 検査作業責任者は、検査作業に全責任を有することが
社内規定に定められていること。 □ ａ □ Ｃ

□ ｂ
3) 検査作業責任者は、検査工程表及び検査日報の承認を □ ｃ
行うことが社内規定に定められていること。

※4) 当該社内規定に従い、検査作業責任者は、検査員等
の指揮、監督並びに検査工程表及び検査日報の承認を行
っていること。

(５) 他の部門(以下「他部門」という。)と職務 1) 兼務者は、辞令等により兼務している部門が明確であ
を兼務する者(以下「兼務者」という。)が、検 ること。
査業務を行う場合、検査統括者の指揮・命令下 □ ａ
に入ることが社内規定で定められ、当該規定に 2) 兼務者が検査業務を行う場合、当該検査業務を管理す □ ｂ <Ｂの条件>
従い、兼務者が管理されていること。 る検査統括者の指揮・命令下に入ることが社内規定で定 □ ｃ ｂ≧２、かつ、

められていること。 ｃ＝０
<Ｃの条件>

※3) 当該社内規定に従い、兼務者が管理されていること。 ｃ≧１
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

３ 容器検査所の登 法第５０条に基づき、液化石油ガスタンクロー 1) 容器検査所登録票の交付を受けていること。 □ ａ
録の状況 リに装備された高圧ガス運送自動車用容器の再 □ ｃ □ Ａ

検査を行うための容器検査所の登録を受けてい
ること。 2) 当該登録票記載の「容器再検査をする容器の種類」は、 □ ａ □ Ｃ

液化石油ガスタンクローリに装備された高圧ガス運送自 □ ｃ <Ｃの条件>
動車用容器の再検査を行うために十分であること。 ｃ≧１

４ 検査従事者数 (１) 検査従事者の経歴、取得資格等が一覧表で 1) 検査従事者の経歴、取得資格等を一覧表で管理するこ □ ａ
管理されるよう社内規定で定められ、かつ、当 とが社内規定で定められていること。 □ ｂ
該社内規定に従い、一覧表が作成されているこ □ ｃ
と。 ※2) 当該社内規定に従い、一覧表が作成されていること。

□ Ａ
(２) 必要な種別の検査員が、必要な人数配置さ 次表左欄に掲げる検査員の種別に応じた検査員を同表
れていること。 右欄に掲げる人数配置していること。 □ Ｂ

□ Ｃ
検査員の種別 人数（注）

□ ａ
Α種検査員 １人以上

Ｂ種検査員 １人以上 □ ｃ
Ｃ種検査員 １人以上

注1：複数の資格を有する一人の検査員を複数の種別の検査員 <Ｂの条件>
として検査員の配置の人数に含めることはできない。 ｂ≧１、かつ、

注2：Ｂ種検査員の資格を有する検査員をＡ種検査員として、 ｃ＝０
Ｃ種検査員の資格を有する検査員をＡ種検査員又はＢ種 <Ｃの条件>
検査員として配置することができる。 ｃ≧１
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

５ 検査業務に従事 (１) 検査員の検査業務範囲が社内規定に定めら 1) 検査員の検査業務範囲が社内規定に定められているこ
する検査員の資格 れ、その内容は検査員の種別に応じて適切であ と。
及び教育訓練 ること。また、当該社内規定に従い、検査を実

施していること。 2) 検査員の種別に応じた検査業務範囲は次の①から③に
適合するよう社内規定に定められていること。
① Ａ種検査員：液化石油ガスタンクローリの外観検査、
耐圧試験、気密試験、作動試験、精度検査、残ガス処
理、閉止板の取り付け、取り外し及び配管の結合に関 □ ａ
する作業並びに試験結果の記録を行うことができる。 □ ｂ
② Ｂ種検査員：非破壊試験(極間法磁粉探傷試験、溶剤 □ ｃ
除去性染色浸透探傷試験及び超音波厚さ測定)に関する
作業及び試験結果の記録を行うことができる。 □ Ａ
③ Ｃ種検査員：Ａ種検査員及びＢ種検査員が行った試
験結果に基づき、判定を行うことができる。 □ Ｂ

※3) 検査員は当該社内規定に従い、定められた範囲の検 □ Ｃ
査業務を実施していること。

(２) 検査員は有効期限内の検査員証を保持して 検査員は有効期限内の検査員証を保持していること。 □ ａ
いること。 □ ｃ
（新規認定の場合にあっては、適用しない。）

(３) 検査員に対する適切な教育訓練の手順が社 1) 検査員の教育訓練の手順が社内規定に定められている
内規定に定められ、かつ、当該社内規定に従い、 こと。
検査員の教育訓練が行われていること。

2) 当該手順には、定期に年間教育計画を立てた上で教育 □ ａ <Ｂの条件>
訓練を実施し、記録を作成する事が定められていること。 □ ｂ ｂ≧１、かつ、

□ ｃ ｃ＝０
※3) 当該社内規定に従い、年間教育計画が立てられ、教 <Ｃの条件>
育訓練が実施され、かつ、記録が作成されていること。 ｃ≧１
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

６ 検査規定類の整 (１) 規定類の制定、改廃、配布、周知等の手順 1) 規定類の制定及び改廃の手順が社内規定に定められて
備状況 が社内規定に定められ、当該社内規定に従い、 いること。

規定類の管理が行われていること。
2) 規定類の制定及び改廃の手順には、規定類を制定又は
改廃した時は、改訂履歴を作成することが含まれている
こと。

3) 規定類を制定又は改廃した時の規定類の配布方法、旧
版の回収方法等が社内規定に定められていること。

□ ａ
※4) 当該社内規定に従い、規定類の配布、旧版の回収等 □ ｂ
が行われていること。 □ ｃ

5) 規定類を制定又は改廃した時、その内容を検査員等へ
周知するための方法が社内規定に定められていること。

※6) 当該社内規定に従い、規定類の制定又は改廃の内容
の周知が行われていること。 □ Ａ

7) 規定類の管理は管理台帳等を用いて行うことが社内規 □ Ｂ
定に定められていること。

□ Ｃ
※8) 当該社内規定に従い、管理台帳等を用いて規定類の
管理が行われていること。

(２) 検査を実施するための手順等を定めた検査 1) 検査を実施するための手順等を定めた検査規定が定め
規定が定められていること。また、当該検査規 られていること。
定の内容は適切なものであること。

2) 検査規定は法、液石法、その他関連規格、基準等に整
合するものであること。

□ ａ
3) 検査規定には、使用する検査設備を含めた具体的検査 □ ｂ
方法及び判定基準が定められていること。 □ ｃ

4) 検査規定には、検査に不合格となった場合の処置方法
が定められていること。 <Ｂの条件>

ｂ≧１、かつ、
5) 検査規定には、法令に基づく安全対策及び労働安全衛 ｃ＝０
生法に基づく労働災害防止の措置（容器内作業時の容器 <Ｃの条件>
外における監視人の配置等）が定められていること。 ｃ≧１
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

７ 検査設備の保有 検査設備を適切な数保有又は調達しているこ 次の検査設備を保有していること。ただし、★印を付し
又は調達状況 と。 た検査設備は調達することができる。

(１) 気密試験設備
(２) 耐圧試験設備
(３) 超音波厚さ計（標準試験片を含む。）
(４) 磁粉探傷試験装置（ブラックライト、標準試験

片を含む。）
(５) 浸透探傷試験装置（標準試験片を含む。）

★(６) 超音波探傷試験装置
★(７) 放射線透過試験装置
(８) ダイヤルディプスゲージ
(９) 弁試験設備
(10) 圧力基準器（重錘型） □ ａ □ Ａ
(11）圧力計 □ ｃ □ Ｃ
(12) 基準温度計
(13) 温度計
(14) 酸素濃度測定器（電気系統の防爆措置を講じた

ものに限る。）
(15) 液化石油ガス検知器（電気系統の防爆措置を講

じたものに限る。）
(16) 絶縁抵抗測定器
(17) 送風機（電気系統の防爆措置を講じたものに限

る。）
(18) 写真機（接写可能なものに限る。）
(19) ガス燃焼設備
(20) 照明設備（電気系統の防爆措置を講じたものに

限る。）
★(21) 吸排水ポンプ
★(22) 足場
(23) その他必要な治工具類
(24) 容器乗せ換え用荷役設備 <Ｃの条件>

★(25) 転倒角測定設備 ｃ≧１
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機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

８ 検査設備の管理 (１) 検査設備を管理台帳で管理することが社内 1) 検査設備を管理台帳で管理することが社内規定で定め
状況 規定で定められ、当該社内規定に従い、検査設 られていること。 □ ａ

備の管理が行われていること。 □ ｂ
※2) 当該社内規定に従い、検査設備の管理台帳が作成さ □ ｃ
れていること。

(２) 検査設備の使用前点検の手順、方法、判定 1) 検査設備の使用前点検の手順が社内規定に定められて
基準等が社内規定に定められ、当該社内規定に いること。
従い、検査設備の使用前点検が行われ、点検記
録が整備されていること。 2) 検査設備の使用前点検の点検項目、点検方法、判定基 □ Ａ

準等が社内規定に定められていること。 □ ａ
□ ｂ □ Ｂ

3) 検査設備の使用前点検結果の記録様式が社内規定に定 □ ｃ
められていること。 □ Ｃ

※4) 当該社内規定に従い、使用前点検が行われ、かつ、
点検記録が整備されていること。

(３) 検査設備の定期点検の手順、方法、判定基 1) 検査設備の定期点検の手順が社内規定に定められてい
準、点検周期等が社内規定に定められ、当該社 ること。
内規定に従い、検査設備の定期点検が行われ、
点検記録が整備されていること。 2) 検査設備の定期点検の点検項目、点検方法、判定基準、

点検周期等が社内規定に定められていること。 □ ａ
□ ｂ

3) 検査設備の定期点検結果の記録様式が社内規定に定め □ ｃ <Ｂの条件>
られていること。 ｂ≧１、かつ、

ｃ＝０
※4) 当該社内規定に従い、定期点検が行われ、かつ、点 <Ｃの条件>
検記録が整備されていること。 ｃ≧１

９ 検査実績 最近５年間に適切な検査実績を有すること。 最近５年間に精密検査の実績が３台以上であること。 □ ａ □ Ａ
□ ｃ □ Ｃ

<Ｃの条件>
ｃ≧１
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

10 検査記録及びそ (１) 検査記録には、検査の結果、検査実施者名 1) 検査記録の様式が社内規定に定められていること。
の活用状況 等が記録され、かつ、検査を行った液化石油ガ

スタンクローリ毎に６年間保管されていること。2) 検査記録の様式は、検査の結果が記録されるように定
められていること。

3) 検査記録の様式は、検査実施者名が記録されるように
定められていること。 □ ａ

□ ｂ
4) 検査記録は検査を行った液化石油ガスタンクローリ毎 □ ｃ
に整理して保管することが社内規定に定められているこ
と。

5) 検査記録は６年間保存することが社内規定に定められ
ていること。

□ Ａ
※6) 当該社内規定に従い、検査記録が作成されているこ
と。 □ Ｂ

※7) 当該社内規定に従い、検査記録が検査を行った液化 □ Ｃ
石油ガスタンクローリ毎に整理して６年間保管されてい
ること。

(２) 検査は、その種類に応じた有資格者が実施 1) 検査は、その種類に応じて有資格者が実施することが
していること。 社内規定に定められていること。

□ ａ
2) 非破壊試験を協力会社に依頼する場合は、その依頼内 □ ｂ
容に応じて、有資格者に依頼することが社内規定に定め □ ｃ
られていること。

※3) 当該社内規定に従い、有資格者が検査を実施してい
ること。

(３) 検査の総合判定の手順及び検査記録の作 1) 検査記録の作成、審査及び承認の手順が社内規定に定
成、承認等の手順が定められ、当該手順に従い、 められていること。
検査記録が作成されていること。

2) 検査の総合判定は、検査作業責任者が実施することが
社内規定に定められていること。 □ ａ

□ ｂ
3) 検査記録の承認を検査統括者が行うことが社内規定に □ ｃ <Ｂの条件>
定められていること。 ｂ≧１、かつ、

ｃ＝０
※4) 当該社内規定に従い、検査記録の作成及び審査が行 <Ｃの条件>
われ、検査作業責任者が検査の総合判定を行い、かつ、 ｃ≧１
検査統括者が検査記録の承認を行っていること。
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

11 検査工程管理 (１) 液化石油ガスタンクローリごとに検査工程 1) 液化石油ガスタンクローリごとに検査工程表を作成す
表を作成するための手順、様式等が社内規定に るための手順が社内規定に定められていること。
定められ、当該社内規定に従い、検査工程表が
作成されていること。 2) 検査工程表の様式が社内規定に定められていること。

3) 検査工程表の様式には、精密検査又は普通検査の別、
検査作業工程名称毎の作業日程、検査作業責任者名及び
検査従事者名が記載されるように定められていること。 □ ａ

□ ｂ
4) 検査工程表は６年間保管することが社内規定に定めら □ ｃ
れていること。

※5) 当該社内規定に従い、検査工程表が作成されている
こと。

※6) 当該社内規定に従い、検査工程表が６年間保管され □ Ａ
ていること。

□ Ｂ
(２) 検査日報は、適切に記載され、かつ、６年 1) 毎日検査日報を作成することが社内規定に定められて
間保管されていること。 いること。 □ Ｃ

2) 検査日報の様式が社内規定に定められていること。

3) 検査日報の様式には、検査作業責任者名、検査従事者
名、協力会社の作業者名(会社名を含む)、検査内容及び □ ａ
作業開始・終了時間が記載されるように定められている □ ｂ
こと。 □ ｃ

4) 検査日報は６年間保管することが社内規定に定められ
ていること。

<Ｂの条件>
※5) 当該社内規定に従い、検査日報が作成されているこ ｂ≧１、かつ、
と。 ｃ＝０

<Ｃの条件>
※6) 当該社内規定に従い、検査日報が６年間保管されて ｃ≧１
いること。
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

12 協力会社の管理 (１) 協力会社の能力評価に基づく選定手順が社 1) 協力会社の能力評価に基づく選定手順が社内規定に定
体制 内規定に定められ、当該社内規定に従い、協力 められていること。 □ ａ

会社の選定が行われていること。 □ ｂ
※2) 当該社内規定に従い、協力会社の選定が行われてい □ ｃ
ること。

(２) 選定された協力会社は、その名称及び依頼 1) 協力会社一覧表の様式が社内規定に定められているこ
する業務範囲を明確にした協力会社一覧表によ と。
り管理し、当該一覧表に基づき定期的に見直す
ことが社内規定に定められ、かつ、当該社内規 2) 協力会社一覧表の様式は、協力会社の名称及び依頼す
定に従い、協力会社の管理、見直し等が行われ る業務範囲を記載するよう定められていること。
ていること。 □ ａ

3) 協力会社は、協力会社一覧表に基づき定期的に見直す □ ｂ
ことが社内規定に定められていること。 □ ｃ

※4) 当該社内規定に従い、協力会社一覧表が作成されて □ Ａ
いること。

□ Ｂ
※5) 当該社内規定に従い、協力会社は定期的に見直され
ていること。 □ Ｃ

(３) 協力会社への発注の手順、管理方法及び教 1) 協力会社への発注の手順が社内規定で定められている
育訓練方法が社内規定で定められ、当該社内規 こと。
定に従い、協力会社への発注、教育訓練等が行
われていること。 ※2) 当該社内規定に従い、協力会社への発注が行われて

いること。 □ ａ
□ ｂ

3) 協力会社へ作業を依頼する際、あらかじめ安全教育、 □ ｃ
作業内容の説明、作業結果の報告に関する説明等を実施
し、記録することが社内規定に定められていること。

※4) 当該社内規定に従い、協力会社への安全教育、説明
等が行われていること。

(４）弁、回転機等であって、気密試験を必要と 1) 弁、回転機等であって、気密試験を必要とするものの
するものの分解点検・整備を当該機器の製造業 分解点検・整備を当該機器の製造業者等の協力会社に依
者等の協力会社に依頼する場合であっても、気 頼する場合であっても、気密試験は、自らの責任のもと □ ａ <Ｂの条件>
密試験は、自らの責任のもとで実施（自ら実施 で実施することが社内規定で定められていること。 □ ｂ ｂ≧１、かつ、
又は立会検査）していること。 □ ｃ ｃ＝０

※2) 当該社内規定に従い、気密試験を自らの責任のもと <Ｃの条件>
で実施していること。 ｃ≧１
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

13 クレームの処理 (１) クレームがあった場合は、原因究明を行い、1) クレームがあった場合の処理の手順が社内規定に定め
状況 当該原因に基づき再発防止策を講じ、それらを られていること。

記録することが社内規定に定められ、かつ、当
該社内規定に従い、クレームに係る原因究明、 2) クレームがあった場合は、原因究明を行い、当該原因 □ ａ □ Ａ
記録等が行われていること。 に基づき再発防止策を講じ、それらを記録することが社 □ ｂ

内規定に定められていること。 □ ｃ □ Ｂ

※3) 当該社内規定に従い、クレームに係る原因究明、記 □ Ｃ
録等が行われていること。

(２）クレーム処理の記録は、６年間保管されて 1) クレーム処理の記録は、６年間保管することが社内規 <Ｂの条件>
いること。 定に定められていること。 □ ａ ｂ≧１、かつ、

□ ｂ ｃ＝０
※2) 当該社内規定に従い、クレーム処理の記録が、６年 □ ｃ <Ｃの条件>
間保管されていること。 ｃ≧１

14 事故発生状況 最近５年間に検査業務に起因し、社会的に影響 最近５年間に検査業務に起因し、社会的に影響を与えた □ Ａ
を与えた事故がないこと。 事故がないこと。 □ ａ □ Ｃ

□ ｃ <Ｃの条件>
ｃ≧１

15 高圧ガス担当者 (１) 保安検査に立会う場合にあっては、都道府 保安検査に立会う場合にあっては、都道府県担当者に協 □ ａ
との連携 県担当者に協力していること。 力していること。 □ ｃ □ Ａ

□ Ｂ
(２）検査中に重大な不具合が発生したときは、 1) 検査中に肉厚不足、漏れ等の重大な不具合が発生した □ Ｃ
速やかに都道府県担当者に報告していること。 ときは、当該不具合内容を速やかに都道府県担当者に報 □ ａ <Ｂの条件>

告することが社内規定に定められていること。 □ ｂ ｂ≧１、かつ、
□ ｃ ｃ＝０

※2) 当該社内規定に従い、検査中に重大な不具合が発生 <Ｃの条件>
したときは、速やかに都道府県担当者に報告しているこ ｃ≧１
と。
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

16 液化石油ガスタ (１）検査に先立って、液化石油ガスタンクロー 1) 検査に先立ち、液化石油ガスタンクローリの所有者等
ンクローリの所有 リの所有者等と事前打合せを行い、当該打ち合 との事前打合せを実施することが社内規定に定められて
者等との連携 わせ内容を記録することが社内規定で定められ いること。

ていること。また、当該社内規定に従い、事前
打ち合わせが行われ、その内容が記録され、か 2) 事前打合せ記録の様式が社内規定に定められているこ
つ、６年間保管されていること。 と。

□ ａ
3) 事前打ち合わせ記録は６年間保管するよう社内規定に □ ｂ
定められていること。 □ ｃ

※4) 当該社内規定に従い、検査に先立って液化石油ガス
タンクローリの所有者等との事前打合せが行われている
こと。 □ Ａ

※5) 当該社内規定に従い、事前打ち合わせ記録が作成さ □ Ｂ
れていること。

□ Ｃ
※6) 当該社内規定に従い、事前打ち合わせ記録が６年間
保管されていること。

(２) 検査において発見された不具合内容を記録 1) 検査において発見された不具合内容を記録するための
し、液化石油ガスタンクローリの所有者等に報 様式が社内規定に定められていること。
告するための手順、様式等が社内規定に定めら
れていること。また、当該社内規定に従い、不 2) 検査において発見された不具合内容を当該記録を用い
具合内容が記録され、かつ、報告が行われてい て、速やかに液化石油ガスタンクローリの所有者等に報 □ ａ
ること。 告するための手順が社内規定に定められていること。 □ ｂ

□ ｃ
※3) 当該社内規定に従い、不具合内容が記録されている <Ｂの条件>
こと。 ｂ≧１、かつ、

ｃ＝０
※4) 当該社内規定に従い、不具合内容が液化石油ガスタ <Ｃの条件>
ンクローリの所有者等に速やかに報告されていること。 ｃ≧１

17 関連法規の遵守 (１) 法令に従い、必要に応じて製造、販売等に 法令に従い、必要に応じて製造、販売等に係る許可、届
状況 係る許可、届出等が適切に行われ、かつ、それ 出等が適切に行われ、かつ、それらの維持が適切に行わ □ ａ □ Ａ

らの維持が適切に行われていること。 れていること。 □ ｃ □ Ｃ

(２) 最近５年間に法令に基づく行政処分を受け 最近５年間に法令に基づく行政処分を受けた事実がない □ ａ <Ｃの条件>
た事実がないこと。 こと。 □ ｃ ｃ≧１



- 26 -

機-30304-16

確認項目評価
審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

18 検査実施状況 (１) 残ガス処理を、法、関係基準等に基づき、 1) 残ガス処理の実施手順が社内規定に定められているこ
確実に実施していること。 と。

□ ａ
2) 当該手順は、法、関係基準等に整合していること。 □ ｂ

□ ｃ
※3) 当該社内規定に従い、残ガス処理が実施されている
こと。

(２) 肉厚測定を含む非破壊試験を、法、液石法、1) 肉厚測定を含む非破壊試験の実施手順が社内規定に定
関係基準等に基づき、確実に実施していること。められていること。

□ ａ
2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ
こと。 □ ｃ

※3) 当該社内規定に従い、非破壊試験が実施されている
こと。

(３) 液化石油ガスタンクローリの外観検査を、 1) 液化石油ガスタンクローリの外観検査の実施手順が社
法、液石法、関係基準等に基づき、確実に実施 内規定に定められていること。 □ Ａ
していること。 □ ａ

2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ □ Ｂ
こと。 □ ｃ

□ Ｃ
※3) 当該社内規定に従い、液化石油ガスタンクローリの
外観検査が実施されていること。

(４) 設備附属品の分解点検・整備の実施手順が 1) 設備附属品の分解点検・整備の実施手順が社内規定に
社内規定に定められ、かつ、当該社内規定に従 定められていること。 □ ａ
い、分解点検・整備が実施されていること。 □ ｂ

※2) 当該社内規定に従い、設備附属品の分解点検・整備 □ ｃ
が実施されていること。

(５) 設備附属品の耐圧試験を、法、液石法、関 1) 設備附属品の耐圧試験の実施手順が社内規定に定めら
係基準等に基づき、確実に実施していること。 れていること。

□ ａ
2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ
こと。 □ ｃ

※3) 当該社内規定に従い、設備附属品の耐圧試験が実施
されていること。
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審査項目 調 査 項 目 確 認 項 目 調査項目評価 審査項目評価 備 考

適 否

(６) 圧力計検査及び温度計検査を、法、液石法、1) 圧力計検査及び温度計検査の実施手順が社内規定に定
関係基準等に基づき、確実に実施していること。められていること。

□ ａ
2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ
こと。 □ ｃ

※3) 当該社内規定に従い、圧力計検査及び温度計検査が
実施されていること。

(７) 設備附属品の作動試験を、法、液石法、関 1) 設備附属品の作動試験の実施手順が社内規定に定めら
係基準等に基づき、確実に実施していること。 れていること。

□ ａ
2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ
こと。 □ ｃ

※3) 当該社内規定に従い、設備附属品の作動試験が実施
されていること。

(８) ガス漏洩検知警報設備等の必要な設備の点 1) ガス漏洩検知警報設備等の必要な設備の点検の実施手
検を、法、液石法、関係基準等に基づき、確実 順が社内規定に定められていること。
に実施していること。 □ ａ

2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ
こと。 □ ｃ

※3) 当該社内規定に従い、ガス漏洩検知警報設備等の必
要な設備の点検が実施されていること。

(９) 液化石油ガスタンクローリの気密試験を、 1) 液化石油ガスタンクローリの気密試験の実施手順が社
法、液石法、関係基準等に基づき、確実に実施 内規定に定められていること。
していること。 □ ａ

2) 当該手順は、法、液石法、関係基準等に整合している □ ｂ <Ｂの条件>
こと。 □ ｃ ｂ≧２、かつ、

ｃ＝０
※3) 当該社内規定に従い、液化石油ガスタンクローリの <Ｃの条件>
気密試験が実施されていること。 ｃ≧１
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附属書２ 検 査 員 認 定 基 準

検査員認定の基準は、次の１.に掲げるところによる。また、検査員認定の更新のため

の基準は、次の２.に掲げるところによる。

１．検査員認定の基準

検査員認定の基準は、検査員の種別に応じ、次の（１）から（３）までに掲げるところ

による。

（１）Ａ種検査員

次の①から③までに掲げる要件を全て満足していること。

① 労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則第１１条に基づく「酸素欠乏危険作業主任

者技能講習修了証」又は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証」

の交付を受けていること。

② (一社)日本エルピーガスプラント協会（以下「ＪＬＰＡ」という。）の「高圧ガ

スプラント検査技術講習会」を受講し、「高圧ガスプラント検査技術講習会修了

証」の交付を受けていること。

③ 液化石油ガスタンクローリの精密検査において、３台以上の検査従事経験を有す

ること。

（２）Ｂ種検査員

次の①から③までに掲げる要件を全て満足していること。

① Ａ種検査員の要件を満足していること。

② 磁粉探傷試験技術者資格レベル１以上、浸透探傷試験技術者資格レベル１以上及

び超音波厚さ測定試験技術者資格レベル１以上の資格証明書の交付を受けているこ

と。

備考１：「磁粉探傷試験技術者資格」とは、(一社)日本非破壊検査協会（以下「ＪＳＮＤＩ」という。）

の極間法磁粉探傷検査に係る非破壊試験技術者資格又はＪＬＰＡの極間法磁粉探傷検査に係る

ガスプラント非破壊検査技術者資格をいう。

備考２：「浸透探傷試験技術者資格」とは、ＪＳＮＤＩの溶剤除去性浸透探傷検査に係る非破壊試験技

術者資格又はＪＬＰＡの染色浸透探傷検査に係るガスプラント非破壊検査技術者資格をいう。

備考３：「超音波厚さ測定試験技術者資格」とは、ＪＳＮＤＩの超音波厚さ測定に係る非破壊試験技術

者資格又はＪＬＰＡの超音波厚さ測定に係るガスプラント非破壊検査技術者資格をいう。

③ ②の資格を取得した後、液化石油ガスタンクローリの精密検査において、磁粉探

傷試験、浸透探傷試験及び超音波厚さ測定試験について、それぞれ３台以上の検査

従事経験を有していること。

（３）Ｃ種検査員

次の①から④までに掲げる要件を全て満足していること。

① Ｂ種検査員の要件を満足していること。

② 「高圧ガス製造保安責任者試験（甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械又は
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丙種化学に限る。）」に合格していること。

③ 当該事業所において、２年以上の検査従事経験を有していること。

④ ①の要件を満足した後、液化石油ガスタンクローリの精密検査において、３台以

上の検査従事経験を有すること。

２．検査員証の更新のための基準

検査員認定の更新のための基準は、検査員の種別に応じ、次の（１）及び（２）に掲げ

るところによる。

（１）Ａ種検査員

ＪＬＰＡの「高圧ガスプラント検査技術講習会（検査員資格更新）」を受講し、「高

圧ガスプラント検査技術講習会（検査員資格更新）修了証」の交付を受けていること。

（２）Ｂ種検査員及びＣ種検査員

次の①及び②に掲げる要件を全て満足していること。

① ２.（１）に定める要件

② 磁粉探傷試験技術者資格レベル１以上、浸透探傷試験技術者資格レベル１以上及

び超音波厚さ測定試験技術者資格レベル１以上の資格証明書等の交付を受けている

こと。
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液 化 石 油 ガ ス タ ン ク ロ ー リ 検 査 事 業 者 認 定 申 請 書

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

検査事業者の名称 検査事業者の所在地

検査を実施する 検査を実施する
事業所の名称 事業所の所在地

検査統括者の氏名

Ａ 種
検
査
員 Ｂ 種
の
氏
名 Ｃ 種

連絡担当者の氏名 連 絡 先

検査員証に係る検査員氏
名等のＪＬＰＡへの情報 同意する 同意しない
提供 （いずれかに ○）

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者の
認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。
また、「検査員証に係る検査員氏名等のＪＬＰＡへの情報提供」の欄が同意されている場合、ＪＬＰ
Ａからの求めに応じ、発行する検査員証に係る検査員氏名、認定検査事業所名、認定番号、検査員証
の番号、発行日及び有効期限をＪＬＰＡに提供します。
ＪＬＰＡに提供する情報は、検査員講習（Ａ種更新講習）の案内送付及び検査員証の有効期限の案

内に利用されます。
申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。

機 -30304-16
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様式２

液 化 石 油 ガ ス タ ン ク ロ ー リ 検 査 事 業 者 再 認 定 申 請 書

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

認 定 番 号 ＫＴ－ 初回認定 年 月 前回認定 年 月 日
年 月 有効期間 まで

検査事業者の名称 検査事業者の所在地

検査を実施する 検査を実施する
事業所の名称 事業所の所在地

検査統括者の氏名

Ａ 種
検
査
員 Ｂ 種
の
氏
名 Ｃ 種

連絡担当者の氏名 連 絡 先

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者
の認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。
申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。
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様式３

発行番号：

液化石油ガスタンクローリ
検 査 事 業 者 認 定 証

認定番号 ＫＴ－
認定の区分 液化石油ガスタンクローリ

（認定検査事業者の名称） 殿
（認定検査事業者の所在地）
（検査を実施する事業所の名称及び所在地）

有効期限 年 月 日

検査事業者認定規程７.４の規定に
より、液化石油ガスタンクローリ
認定検査事業者として認定された
ものであることを証明します。

年 月 日

高圧ガス保安協会
会長 印
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様式４

〈表面〉

〈裏面〉

注 意 事 項

１．作業中は、必ず本証を携帯すること。

２．本証を汚し、損じ又は失ったときは、再交付の申請をすること。

３．本証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

４．本証の記載事項を書き直し、又は写真を張り替えないこと。

５．有効期限内に資格要件の更新手続きを終えること。
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様式５

年 月 日

殿

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定不合格通知書

高 圧 ガ ス 保 安 協 会
会 長 印

貴社より申請がありました、□新規認定 □再認定 □確認調査についてその内容を審査した
結果、下記のとおり不合格となりましたので通知します。

記

１．整理番号

２．検査事業者の名称及び所在地

３．不合格の内容

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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様式６

液化石油ガスタンクローリ検査員（認定・更新）申請書

申請の区分（いずれかに○） 認 定 ・ 更 新

整 理 番 号 受 理 年 月 日 年 月 日

検査事業者の名称 検査事業者の所在地

事業所の名称 事業所の所在地

認 定 番 号 ＫＴ－ 検 査 事 業 者 の
認定有効期限 年 月 日

検査員の氏名

Ａ種検査員

Ｂ種検査員

Ｃ種検査員

連絡担当者の氏名 連 絡 先

検査員証に係る検査員氏
名等のＪＬＰＡへの情報 同意する 同意しない
提供 （いずれかに ○）

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者
の認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。
また、「検査員証に係る検査員氏名等のＪＬＰＡへの情報提供」の欄が同意されている場合、ＪＬＰ

Ａからの求めに応じ、発行する検査員証に係る検査員氏名、認定検査事業所名、認定番号、検査員証
の番号、発行日及び有効期限をＪＬＰＡに提供します。
ＪＬＰＡに提供する情報は、検査員講習（Ａ種更新講習）の案内送付及び検査員証の有効期限の案

内に利用されます。
申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。
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様式７

年 月 日

殿

液化石油ガスタンクローリ検査員認定不合格通知書

高 圧 ガ ス 保 安 協 会
会 長 印

貴社より申請がありました検査員認定について、その内容を審査した結果、下記のとおり不合格
となりましたので通知します。

記

１．整理番号

２．検査事業者の名称及び所在地

３．不合格の内容

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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様式８

年 月 日

高圧ガス保安協会 会長 殿

名称
代表者 役職 氏名

事 故 届 書

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル １１（５）の規定に基づき、下記のと
おり届け出ます。

記

１．液化石油ガスタンクローリ認定検査事業者の名称及び所在地

２．事故発生日時

３．事故発生場所

４．事故の状況（人的、物的損害等）

５．その他

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２．事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。
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様式９

年 月 日

高圧ガス保安協会 会長 殿

名称
代表者 役職 氏名

認 定 検 査 事 業 者 廃 止 届 書

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル １１（７）（又は１１（９））の規定に
基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１．液化石油ガスタンクローリ認定検査事業者の名称及び所在地

２．廃止の年月日

３．廃止の理由

４．その他

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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様式１０

年 月 日

高圧ガス保安協会 会長 殿

名称
代表者 役職 氏名

変 更 届 書

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル １１（８）の規定に基づき、下記のと
おり届け出ます。

記

１．液化石油ガスタンクローリ認定検査事業者の名称及び所在地

２．変更の内容

３．変更の年月日

４．変更の理由

５．その他

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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様式１１
年 月 日

高圧ガス保安協会 会長 殿

名称
代表者 役職 氏名

精 密 検 査 実 施 年 次 届 書

認定検査事業者の名称 認 定 番 号 ＫＴ―

事業所の名称

期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

No. 液化石油ガスタンクローリ 車両番号 容器の記号 検査期間 備 考
所有者等の名称 及び番号

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

機 -30304-16
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様式１２
年 月 日

高圧ガス保安協会 会長 殿

名称
代表者 役職 氏名

普 通 検 査 実 施 年 次 届 書

認定検査事業者の名称 認 定 番 号 ＫＴ―

事業所の名称

期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

No. 液化石油ガスタンクローリ 車両番号 容器の記号 検査期間 備 考
所有者等の名称 及び番号

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／

／ ～ ／
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様式１３

承 継 申 請 書

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定マニュアル １２.１（１）の規定に基づき、次のと
おり認定検査事業者の認定の承継を受けたいので、申請します。

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

合併等の前 合併等の後

検査事業者の名称
及び所在地

代表者の氏名

事業所の名称
及び所在地

連絡担当者氏名

連 絡 先

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．※印の欄は記載しないこと。

機 -30304-16
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様式１４

液 化 石 油 ガ ス タ ン ク ロ ー リ 検 査 事 業 者 確 認 調 査 申 請 書

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

確認調査を受け 確認調査を受け
ようとする検査 ようとする検査
事業者の名称 事業者の所在地

確認調査を受け 確認調査を受け
ようとする ようとする
事業所の名称 事業所の所在地

検査統括者の氏名

認 定 番 号 ＫＴ－ 検査事業者の
認定有効期間

Ａ 種
検
査
員 Ｂ 種
の
氏
名 Ｃ 種

連絡担当者の氏名 連 絡 先

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者の

認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。

申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。
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様式１５

液化石油ガスタンクローリ検査事業者認定証再交付申請書

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

検査事業者の名称 検査事業者の所在地

事業所の名称 事業所の所在地

認 定 番 号 ＫＴ－

交 付 年 月 日 認定有効期限

再交付の理由

連絡担当者の氏名 連 絡 先

備 考

年 月 日

名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者の
認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。

申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。
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様式１６

検 査 員 証 再 発 行 申 請 書

※整 理 番 号 ※受 理 年 月 日

検査事業者の名称 検査事業者の所在地

事業所の名称 事業所の所在地

認 定 番 号 ＫＴ－

検査員の氏名 検査員の生年月日

検査員証の種別 検査員証の番号

登 録 年 月 日 有 効 期 限

再交付の理由

連絡担当者の氏名 連 絡 先

検査員証に係る検査員氏

名等のＪＬＰＡへの情報 同意する 同意しない
提供 （いずれかに ○）

備 考

年 月 日
名称
代表者 役職 氏名

高圧ガス保安協会 会長 殿

備考 １．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．※印の欄は記載しないこと。

この申請に係わる個人情報の取扱について、高圧ガス保安協会は、取得した個人情報を検査事業者の

認定及び検査員の認定に必要な範囲内で利用します。

また、「検査員証に係る検査員氏名等のＪＬＰＡへの情報提供」の欄が同意されている場合、ＪＬＰ

Ａからの求めに応じ、発行する検査員証に係る検査員氏名、認定検査事業所名、認定番号、検査員証
の番号、発行日及び有効期限をＪＬＰＡに提供します。

ＪＬＰＡに提供する情報は、検査員講習（Ａ種更新講習）の案内送付及び検査員証の有効期限の案

内に利用されます。

申請者は、この申請書に記載された氏名本人に対しその旨を文書で通知し、本人の同意を得て申請

下さい。
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別添

事務所一覧表

事 務 所 担当地域

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、

機器検査事業部門 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、

山梨県、長野県、新潟県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、

石川県及び富山県

近畿支部 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県、福井県、

香川県、愛媛県、徳島県及び高知県

中国支部 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、福岡県、佐賀県、

長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

※ 各事務所の所在地、連絡先及び振込口座は、当協会のホームページを参照のこと。


